
公告 

 

 和歌山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業に係る次の者に対する土地区画

整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定による換地処分通知は、送付

を受けるべき者が受領を拒んだので、又はその者の送付すべき場所を確知することができ

ないので、同法第１３３条第１項の規定により、当該書類の送付にかえて、その内容を次の

とおり公告する。 

  令和８年７月６日 

和歌山都市計画事業            

東和歌山第二地区土地区画整理事業     

施行者 和歌山市             

代表者 和歌山市長 尾 花 正 啓    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  和歌山市黒田１１６番地 

高須国彦 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌

山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細

書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字

流 

９４－４７ 宅地 ８．０６㎡ 

(８．３０㎡) 

３７２，１６１円 

換地処分後の土地 

和歌山市  

権利価額 街区 

番号 

町又は 

字名 

地番 地目 地積 

１０ 黒田一丁目 １０－５ 宅地 ８．０７㎡ ３７２，１６１円 

  清算金額 

   ０円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった 

日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６か月以内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山 

市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったこ 

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日か 

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対 

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内となります（審査請求 

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決 

があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること 

ができなくなります。）。 

 

 

 

 

 

 



１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  和歌山市永穂５９４番地 

岡﨑良紀 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌

山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細

書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字 

東河原 

２８４－１６ 宅地 １１６．５５㎡ 

(１１６．５５㎡) 

 

 

４，８１２，５９５円 

 

 

所有権以外の権利または処分の制限 

種別 部分 

１番抵当権 全部 

  換地処分後の土地 

和歌山市  

権利価額 街区 

番号 

町又は 

字名 

地番 地目 地積 

４８ 黒田六丁目 ５－１０ 宅地 １０３．９３㎡  

４，８８１，５８６円 
所有権以外の権利または処分の制限 

部分 

全部 

清算金額 

   徴収６８，９９１円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった 

日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６か月以内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山 

市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったこ 

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日か 

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対 

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内となります（審査請求 

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決 

があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること 

ができなくなります。）。 



１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  和歌山市雑賀屋町東ノ丁６４番地 

有限会社三年坂 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌

山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細

書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市 権利価額 

町又は字名 地番 地目  

 

８，０８６，３４３円 

黒田字流 ８９－１ 宅地 

所有権以外の権利または処分の制限 

種別 部分 地積 

５番所有権移転

請求権仮登記 
全部 

１６６．９７㎡ 

(１７２．０８㎡) 

換地処分後の土地 

和歌山市 
権利価額 

街区番号 町又は字名 地番 地目 

９ 黒田一丁目 ９－２ 宅地  

７，７１５，４６３円 
所有権以外の権利または処分の制限 

部分 地積 

全部 １１２．１３㎡ 

清算金額 

   交付３７０，８８０円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった 

日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６か月以内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山 

市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったこ 

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日か 

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対 

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内となります（審査請求 

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決 

があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること 

ができなくなります。）。 

 

 



１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  住所不明 

被相続人尾﨑光明の相続人 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌

山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細

書及び換地図のとおり換地処分します。 

（１）明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字

流 

９４－４７ 宅地 ８．０６㎡ 

(８．３０㎡) 

３７２，１６１円 

換地処分後の土地 

和歌山市  

権利価額 街区 

番号 

町又は 

字名 

地番 地目 地積 

１０ 黒田一丁目 １０－５ 宅地 ８．０７㎡ ３７２，１６１円 

  清算金額 

   ０円 

（２）換地図 

  省略 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった 

日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６か月以内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山 

市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったこ 

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日か 

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対 

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内となります（審査請求 

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決 

があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること 

ができなくなります。）。 

 

 

 

 

 

 



１ 書類の送付を受けるべき者の住所及び氏名 

  住所不明 

被相続人平浴康秀の相続人 

２ 換地処分通知の内容 

土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１０３条第１項の規定により、和歌

山都市計画事業東和歌山第二地区土地区画整理事業の換地計画において定められた明細

書のとおり換地処分します。 

明細書の内容 

  従前の土地 

和歌山市  

権利価額 町又は 

字名 

地番 地目 登記地積 

(基準地積) 

黒田字

大西 

１８４－２０ 雑種地 ３８㎡ 

(３８．３２㎡) 

６０１，８２６円 

換地処分後の土地 

   無し 

  清算金額 

   交付６０１，８２６円 

  記事 

   法第９５条第６項により金銭清算 

   法第１０４条第１項により消滅 

３ 教示 

１ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

３か月以内に、和歌山県知事に対して審査請求をすることができます（なお、この処分 

があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分があった 

日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

２ この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 

６か月以内に、和歌山市を被告として（訴訟において和歌山市を代表する者は、和歌山 

市長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます（この処分があったこ 

とを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分があった日の翌日か 

ら起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま 

す。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、その出訴期間は、その審査請求に対 

する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内となります（審査請求 

に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、裁決 

があった日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること 

ができなくなります。）。 

 

 

 


